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１ 東通村営住宅等長寿命化計画の目的 

 

（１）背景 

東通村内には、公営住宅法（昭和２６年制定）に基づく公営住宅（以下「村営住宅」とい

う。）として、平成１４年度建設の木造２階建て長屋住宅が２棟８戸、その他公的賃貸住宅（以

下、「村単独住宅」という。）として、平成１７年度建設のＲＣ造３階建てが１棟４２戸と平

成２３年度建設のＲＣ造３階建てが４棟４８戸ある。 

もっとも古い村営住宅でも築後１７年であり、経過年数は耐用年数の半分程度で、十分な

安全性や居住性を備えており長期活用が見込まれるものであることから、予防保全の観点か

らの中長期的な維持管理計画の策定が求められている。 

 

（２）目的 

当村内の村営住宅等を、安全で快適な住まいとして、長期間にわたって確保するため、修

繕、改善、建替等の活用手法を定め、定期的な建物調査を実施し、予防保全的な改善を推進

するとともに、長寿命化のための維持修繕管理計画を定め、更新コストの削減を図りながら

長期的な維持管理の実現を目的とする。 

 

 

２ 計画期間 

 

当計画の実施期間は、令和２年度から令和１１年度までの１０年間とする。 
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３ 東通村営住宅等の状況 

 

東通村における公営住宅等ストックの状況は表１－１・１－２のとおりである。 

村営住宅１団地２棟８戸の他に村単独住宅として、グリーンパレス瞳１棟４２戸とブレイ

ンマンション瞳４棟４８戸を管理している。 

 

表１－１ 村営住宅のストック状況               令和2年2月29日現在 

  棟 戸数 構造 階数 規模 

戸当

面積

(㎡) 

建設

年度 
空家 備考 

ひとみの里団

地 
Ａ棟 4 木造 2 2LDK 79.2 H14 0 

ｵｰﾙ電化住宅 

（IH ﾋｰﾀｰ･蓄熱

暖房･電気温水

器） 

ひとみの里団

地 
Ｂ棟 4 木造 2 2LDK 79.2 H14 0 

ｵｰﾙ電化住宅 

（IH ﾋｰﾀｰ･蓄熱

暖房･電気温水

器） 

合計 2 棟 8 戸 － － － － － 0 政策空家なし 
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表１－２ 村単独住宅のストック状況              令和2年2月29日現在 

 棟 戸数 構造 階数 規模 

戸当

面積

(㎡) 

建設

年度 
空家 備考 

グリーン 

パレス瞳 
－ 42 RC 造 3 3LDK 80.0 H16 0 

ｵｰﾙ電化住宅 

（IH ﾋｰﾀｰ･蓄熱

暖房･電気温水

器） 

エレベータ無し 

ブレインマンシ

ョン瞳 
1 号 12 RC 造 3 2LDK 59.4 H23 0 

IH ﾋｰﾀｰ･ﾋｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ式温水器･ｴｱｺ

ﾝ･EV 無 

ブレインマンシ

ョン瞳 
2 号 12 RC 造 3 2LDK 59.4 H23 0 

IH ﾋｰﾀｰ･ﾋｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ式温水器･ｴｱｺ

ﾝ･EV 無 

ブレインマンシ

ョン瞳 
3 号 12 RC 造 3 2LDK 59.4 H23 0 

IH ﾋｰﾀｰ･ﾋｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ式温水器･ｴｱｺ

ﾝ･EV 無 

ブレインマンシ

ョン瞳 
4 号 12 RC 造 3 2LDK 59.4 H23 0 

IH ﾋｰﾀｰ･ﾋｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ式温水器･ｴｱｺ

ﾝ･EV 無 

合計 5 棟 90 戸 － － － － － 0 政策空家なし 
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４ 長寿命化に関する基本方針 

 

（１）ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針 

・ 管理する村営住宅等の整備・管理データを住棟単位で整理する。 

・ 村営住宅等の定期点検を実施するとともに、予防保全的な維持管理を実施する。 

・ 村営住宅等の住棟単位の修繕履歴データを整備し、随時、履歴を確認できる仕組みを

整理する。 

 

（２）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

・ 対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性向上等を図る改善を実

施することによって、村営住宅等の長寿命化を図ることを検討する。 

・ 修繕時は、仕様のグレードアップ等による耐久性の向上も検討し、予防保全的な維持

管理の実践を心掛けることにより修繕周期の延長等によってライフサイクルコスト

の縮減化を検討する。 

・ 修繕標準周期に先だって定期点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等を未然

に防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげる。 

 

 

５ 長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

 

（１）対象 

東通村営住宅等長寿命化計画に位置付ける対象住宅は、村営住宅と村単独住宅とする。 

 

（２）団地別・住棟別状況の把握 

本計画の対象である村営住宅等の団地及びその住棟について、下記①から③までの項目を

調査する。 
① 団地別・住棟別の基礎的項目 
② 団地別・住棟別活用手法の選定に必要な項目 
③ 維持管理の計画に必要な項目 
東通村営住宅等長寿命化計画の策定において、対象となる住宅について、いつ、どのよう

な修繕、改善、あるいは建替等を実施するかを位置付けることとなるため、その前提として、

個々の村営住宅等の状況を適切に把握するものである。 

 

①団地別・住棟別の基礎的項目 

【団地単位】敷地面積、住所、法規制、戸数、建設年度 等 

【住棟単位】建設年度、構造、階数、戸数 等 
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②団地別・住棟別活用手法の選定に必要な項目 

【団地単位】 表５－１ 

調査項目 具体的指標 備考 

需要 応募倍率・空家率 等 １ 次判定におい

て、活用か用途廃

止かの検討におい

て使用する。 

効率性 法規制・敷地規模・形状・接道条件 等 

村営住宅としての

立地妥当性 

立地(駅距離等)、公益施設・生活利便施設・ 

教育施設等の距離、周辺環境 等 

入居者属性 入居者の年齢、収入 等 

３ 次判定におい

て使用する。 

周辺地域属性、不

足施設等 

周辺地域の状況 

高齢者ケア施設へのニーズ 

子育て支援施設へのニーズ 等 

建替や大規模改 

善の際の仮住居 

の確保 

隣接する公営住宅等の団地との連携可能性等 

 

【住棟単位】 表５－２ 

調査項目 具体的指標 備考 

躯体安全性 耐震診断(簡易診断含む)、材料劣化調査 等 

１ 次判定におい

て使用する。 
避難安全性 二方向避難の有無、防火区画の有無等 

居住性 バリアフリー性能、ＥＶ有無、住戸面積、浴室有無 等 

 

③維持管理の計画に必要な項目 

【団地単位】 表５－３ 

分類 項目 

現状 
共用施設 

集会所(数、面積)、駐車場(数、方式等)、駐輪場、児童遊園、 

物置、ゴミ置き場 等 

供給処理 給水方式、排水方式、受電方式、ガス方式、TV 方式 等 

履歴 

点検履歴 法定点検（水質、浄化槽）（△年）、任意点検（△年） 等 

修繕履歴 受水層防水（△年）、給水ポンプ取替（△年） 等 

改善履歴 集会所（△年）、駐車場（△年）、下水切替（△年） 等 
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【住棟単位】 表５－４ 

分類 項目 

仕様等 

躯体･外装 
外壁、屋根防水、ﾊﾞﾙｺﾆｰ床、廊下･階段室床、ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺、 

廊下･階段室手摺、窓ｻｯｼ、玄関扉 等 

設備 給水管(屋外、竪管)、雑排水管、汚水管、雨水管、ガス管等 

機器 浴室タイプ、給湯器、流し台、洗面化粧台 等 

受水槽 高置水槽 等 

履歴 

点検履歴 法定点検（ＥＶ、消火設備等）、任意点検（年２回）等 

修繕履歴 外壁塗装、給水管取替 等 

改善履歴 増築、２戸１改善、ＥＶ設置 等 

※下線：定期点検、日常点検の対象項目 

 

団地及び住棟別の状況調査一覧は次の様式とする。 

ⅰ）団地別状況の把握一覧 

様式４－１による。 

ⅱ）住棟別状況の把握一覧 

様式４－２による。 

【村営住宅】 
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【村単独住宅】 

 

 
 

 

 

（３）団地別・住棟別の事業手法の選定 
１）事業手法の選定フロー 

村営住宅等ストックの事業手法の選定は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）

平成 28 年 8 月（国土交通省住宅局住宅総合整備課）」の事業手法の選定フローに従い、

公営住宅等ストックの事業手法別の戸数を整理するものとする。 
事業手法の選定フローを以下に示す。 
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（資料：「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」平成 28 年 8 月 国土交通省） 

２）事業手法の選定フローの概要及び検討内容 
①公営住宅の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】 

公営住宅の需要の見通しの検討にあたっては、まず、将来（３０年程度の中長期）

の時点における世帯数等の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁量階層）

の世帯数を推計し、そのうち自力では最低居住面積水準を達成することが著しく困難

な年収である世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」という。）を推計する。 
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ストック推計については、公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）に合わせて公

開する「ストック推計プログラム（将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計）

※」を参考にして検討する。 
 

a)将来世帯数の推計 

ストック推計プログラムによる東通村の将来世帯数の推計を下表に示す。 

計画期間である令和７年（２０２５年）の世帯数は２，４４４世帯と推計され、そ

の後も世帯数の減少は続くと推計される。 

 

 

b)公営住宅の施策対象世帯数と著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

ストック推計プログラムによる、公営住宅施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未

満の世帯」数の推計について、下表のとおり推計する。 

推計結果では、２０２５年の著しい困窮年収未満の世帯数は７３世帯と推計される。 

計画最終年次である令和１１年（２０２９年）についても、令和１２年（２０３０

年）にかけての推移から、困窮年収未満世帯は６７世帯程度と推計する。 
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c)計画期間の目標年次における公営住宅等の管理戸数について 

東通村においては、令和元年度（２０１９年度）現在、村営住宅８戸を管理してお

り、政策空き家無し、空き家率０．０％となっている。また、村営住宅入居可能所得

を超えた所得階層の入居を考慮した村単独住宅を９０戸管理しており、こちらも制作

空き家無し、空き家率０．０％となっている。 

先に推計した令和１１年における公営住宅施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未

満の世帯」数から、少なくとも著しい困窮年収未満の世帯数を収容できる管理戸数と

して６０戸以上の住戸が求められるが、管理戸数はこれを大きく下回っており、公営

住宅施策対象世帯を考慮すると、現況の８戸を維持することはもとより、さらに住宅

整備が必要となっている。 

一方、村単独住宅についても、空き家率０．０％を管理開始以来継続していること

から、現況の９０戸の維持が必要なものと推測される。 

 
②１次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業 

手法の仮設定 
１次判定では、「団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」

と「住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の２つの視点から事業手

法を仮設定する。 
②－１ 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定する。 
現在の団地の「需要」「効率性」「立地」を評価し、全ての評価項目が活用に適す

る場合は将来にわたり「継続管理する団地」と仮設定し、いずれかの評価項目が活用

に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」と仮設定することを原則

とするが、活用に適する評価要素と活用に適さない評価要素が混在することも考えら

れるため、総合的に勘案して団地の将来的な管理方針を判定する。 
a)需要 
村営住宅、村単独住宅ともに、空家率が０．０％である。 

 
b)効率性 

村営住宅、村単独住宅ともに、法規制や敷地規模からみて土地の高度利用は十分可

能で、効率性を有すると考える。 

 

c)立地 

村営住宅、村単独住宅ともに、庁舎等の周辺に都市再生推進事業として開発された

中心地「砂子又地区」に整備されたものであり、行政・福祉施設等に隣接した一定の

利便性は確保されている。 

また、土砂災害防止法にもとづく土砂災害警戒区域の指定はなされていない。 

 

d)判定結果 

以上より、村営住宅及び村単独住宅は、「継続管理する団地」と仮設定する。 
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②－２ 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定する。 

住棟の改善の必要性・可能性として、「改善不要」、「改善が必要」、「優先的な

対応が必要（改善可能）」、「優先的な対応が必要（改善不可能）」の４区分に分類

する。 

まず、躯体の安全性及び避難の安全性に関する評価を行い、優先的な対応の必要性

について判定する。躯体の安全性と避難の安全性が確保されていない場合、入居者の

生命の安全等に直ちに係ることから、「優先的な対応が必要」と判定する。 

次に、「優先的な対応が必要」と判定した住棟について、改善が可能か不可能かを

判定する。 

安全性に問題がない場合は、居住性に係る評価を行い、改善の必要性の有無を判定

する。 

a)躯体の安全性 

平成１４年度建設の村営住宅、平成１６年度、２３年度建設の村単独住宅ともに、

新耐震基準により設計・施工されているため耐震性を有するものと判断する。 

 

b)避難の安全性 

木造２階建て長屋住宅である村営住宅は、低層建築物であり避難の安全性について

は確保されていると判断する。ＲＣ造３階建て耐火建築物である村単独住宅について

も設計図書により２方向避難及び防火区画の確保がなされており、基本的に避難の安

全性が確保されていると判断する。 

 

c)居住性 

住戸面積について、いずれの住戸も公営住宅法上の基準２５㎡以上を満たしている。 

省エネルギー性については、｢公営住宅整備基準の技術的助言｣の温熱環境（省エネ）

による「原則として住宅性能評価等級４（平成２５年省エネ基準相当）を満たすこと。

ただし、これにより難い場合は等級３（平成４年省エネ基準相当）を満たすこと」を

参考に、平成１４年度建設された村営住宅、平成１６年度、２３年度建設の村単独住

宅ともに、省エネルギー性を満たすものと評価する。 

バリアフリー性については、村営住宅について改善は不必要な状況にあると判断す

る。また、村単独住宅については、公営住宅と同条件での判定においては EV 設置等

の改善を要するが、整備当初より居住性要件から外されていた事から改善を実施しな

いものとする。 

 

d)改善履歴 

建築後本年度に至るまで、いずれの住戸においても、改善事業を実施した住棟・住

戸はない。 
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e)長寿命化型改善の必要性 

長寿命化型改善について、いずれの住戸においても、必要のないものと考える。 

 

f)判定結果 

以上より、村営住宅ひとみの里団地及び村単独住宅グリーンパレス瞳、ブレインマ

ンション瞳は、「改善不要」と仮設定する。 

 

g)１次判定結果のまとめ 

以上より、１次判定結果を整理すると、村営住宅ひとみの里団地及び村単独住宅グ

リーンパレス瞳、ブレインマンション瞳は、②－１では「継続管理する団地」、②－

２では「改善不要」であることから、「維持管理」と仮設定する。 

 

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟 

の事業手法の仮設定 

２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施する

のか建替事業を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当

面管理するのか）を留保した団地・住棟を対象として、以下の２段階の検討から事業

手法を仮設定するが、本計画において対象団地・住戸は無い。 

③－１ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事

業手法の仮設定 

１次判定において、Ａグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を

留保する団地・住棟）と判定した団地・住棟について、改善事業を実施する場合と建

替事業を実施する場合のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や、計画期間内での建

替事業量試算により、事業手法（改善又は建替）を仮設定する。 

 

③－２ 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

Ｂグループの団地・住棟を対象として、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優

先順位を検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするのか、将来的には他団

地との集約等により用途廃止することを想定する「当面管理する団地（建替を前提と

しない）」とするのかの判定を行うとともに、事業手法を仮設定する。 

 

④３次判定：計画期間における事業手法の決定 

３次判定においては、「集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の

再判定」と「事業費の試算及び事業実施時期の調整検討」から「長期的な管理の見通

し」を作成し、「計画期間における事業手法の決定」を行う。 

④－１ 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

１次・２次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる

事業手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的な事業実施のため、必要に応

じて建替や改善等の事業手法を再判定する。 

あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行
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う。 

a)団地単位での効率的活用に関する検討 

改善、建替と判定された住棟が混在する検討対象となる団地は無い。 

b)集約・再編等の可能性に関する検討 

検討対象となる団地は無い。 

c)地域ニーズへの対応等の総合的な検討 

該当する団地は無い。 

 

④－２ 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

a)事業費の試算 

中長期的な期間（３０年程度）における改善事業、建替事業、用途廃止事業等の事

業費を概算する。 

概算にあたっての事業費単価を戸当たり１８百万円とする。 

ひとみの里団地においては、耐用年数経過時に建替事業を行うものと想定し、８戸

分の事業費の試算額を１４４百万円と想定する。 

b)事業実施時期の調整 

事業費試算結果をもとに、事業費の平準化に配慮しながら事業実施時期を調整する。 

計画期間中（令和２年度～令和１１年度）は、事業実施時期の調整を要する事業は

無い。 

 

④－３ 長期的な管理の見通しの作成 

事業実施時期の調整結果を基に、全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通し

を示した概ね３０年程度の長期的な管理の見通しについては、様式６による。 

 

【村営住宅】 
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【村単独住宅】 

 

 

④－４ 計画期間における事業手法の決定 

②の１次判定から④の３次判定までの団地及び住棟別の選定フローによる選定結

果は、様式５による。 

 

【村営住宅】 
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【村単独住宅】 
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以上により、今回計画期間に実施する事業手法は、下記の修繕対応戸数・改善予定戸

数とする。 

 
村営住宅ストックの事業手法別戸数               表５－５ 

注１）計画期間内の事業予定のみ記載 
注２）５年単位での記載を基本とする。（概ね５年毎の見直しを行うため） 

 
村単独住宅ストックの事業手法別戸数              表５－６ 

注１）計画期間内の事業予定のみ記載 
注２）５年単位での記載を基本とする。（概ね５年毎の見直しを行うため） 

 

 1～5 年目 6～10 年目 合計 

村営住宅管理戸数 8 戸 8 戸 8 戸 

 

・新規整備事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

・維持管理予定戸数 8 戸 8 戸 8 戸 

 

うち計画修繕対応戸数 8 戸 8 戸 8 戸 

うち改善事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

 
個別改善事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

全面的改善事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

うちその他戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

・建替予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

・用途廃止予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

 1～5 年目 6～10 年目 合計 

村単独住宅管理戸数 90 戸 90 戸 90 戸 

 

・新規整備事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

・維持管理予定戸数 90 戸 90 戸 90 戸 

 

うち計画修繕対応戸数 90 戸 90 戸 90 戸 

うち改善事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

 
個別改善事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

全面的改善事業予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

うちその他戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

・建替予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

・用途廃止予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 



 20

６ 点検の実施方針 

 
（１）法定点検（定期点検） 

村営住宅には、建築基準法第１２条の規定による法定点検の対象となる住棟・住戸は

無い（法定点検対象：３階建て以上又は５００㎡以上等）が、法定点検と同様の点検を

「定期点検」として、有資格者（一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定

める資格を有する者）により実施する。また、点検時期は長寿命化計画の見直し時期に

あわせて概ね５年毎とする。 
村単独住宅は、法定点検の対象となることから、法令に沿って３年に一度法定点検を

実施の上、届け出るものとする。 

 
（２）日常点検 

日常点検は、年に１回以上及び台風・地震後に必要と認めた場合に、「公営住宅等日

常点検マニュアル（平成 28 年 8 月 国土交通省住宅局住宅総合整備課）」に則り、全て

の住棟を対象に実施することを基本とする。 

 
定期点検、日常点検の結果を記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次回の点検に役

立てることとする。 
データベース化については、「公営住宅等維持管理データベース（平成 28 年 8 月 国

土交通省住宅局住宅総合整備課）」等を参考に、今後検討を図る。 

 
 
７ 計画修繕の実施方針 

 
村営住宅を長期にわたって良好に維持管理していくためには、建物の内外装・設備等の経

年劣化に応じて適時適切な修繕が必要となる。 
計画期間（１０年以上）においては、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」平成

28 年 8 月 国土交通省）における修繕周期表を参考に点検・修繕等を行うことを実施方針と

する。 

 
 

８ 改善事業の実施方針 

 
今回計画期間内に実施する改善事業は無いが、今後改善事業のあった際の実施方針及びそ

の内容については、次のとおり分類し、対象となる住棟・住戸毎に実施の可否を判断する。 
【安全性確保型】 

耐震性に課題のあるラーメン構造住棟の耐震改修により躯体安全性を高める。 
非常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備・確保を行う。 
防犯性や落下・転倒防止等生活事故防止に配慮した改善を行う。 
（耐震改修、屋外通路等の避難経路の整備、防犯に配慮した建物部品の設置 等） 
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【長寿命化型】 

一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき住棟において、耐

久性の向上や、躯体の劣化の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的な改善

を行う。 
（外壁の断熱改修、給排水管の耐久性向上、住戸内配管の集約化 等） 

 
【福祉対応型】 

高齢者等が安全・安心して居住できるよう、住戸内、共用部、屋外のバリアフリー化

を進める。 
（住戸内部・共用部の段差解消、浴室・トイレの高齢者対応、エレベーター設置 等） 

 
【居住性向上型】 

住戸規模・間取りの改善や住戸住棟設備の機能向上を行い、居住性を向上させる。 
（間取りの変更、電気容量のアップ、開口部のアルミサッシ化 等） 

 
 

９ 建替事業の実施方針 

 

村営住宅の建替えにあたっては、建設年度、構造種別、設備等の状況、立地、空家率、応

募倍率等の判断指標を設定して、建替事業を実施すべきものである。 

また、建設年度といった村営住宅の物理的特性のほか、コミュニティバランスが崩れるこ

とのないよう、多様な世帯が地域に居住するミックストコミュニティの形成の促進に十分配

慮することが必要であることから、地域における住宅セーフティネット整備のあり方を踏ま

えつつ、今後、少子高齢社会を迎える上での村営住宅に対する需要の動向も変化することを

想定する必要がある。 

当村の保有する村営住宅は、平成１４年度建設の２階建て木造住宅が２棟のみであり、計

画期間最終年次の令和１１年における経過年数は２７年で、税法上の木造耐用年数２２年に

達するものの、公営住宅建替事業要件における木造耐用年数３０年には及ばない。 

村単独住宅については、グリーンパレス瞳が平成１６年度建設の３階建てＲＣ造住宅１棟、

ブレインマンション瞳が平成２３年度建設の３階建てＲＣ造住宅４棟であるが、計画期間最

終年次の令和１１年度における経過年数は２５年と１８年であり、税法上のＲＣ造耐用年数

４７年に及ばない。 

このことから、当計画期間においては建替え事業は実施しない方針とする。 

 

 

１０ 長寿命化のための事業実施予定一覧表 

 

（１）計画期間内に実施する修繕管理・改善事業の内容 

「５（３）団地別・住棟別の事業手法の選定」において「計画修繕」「改善事業」と
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判定した住棟を対象として、計画期間内に実施する修繕・改善事業については、以下の

区分に従って対応することを、実施方針とする。 

区分については、（修繕対応型）（安全性確保型）（長寿命化型）（福祉対応型）（居

住性向上型）の５つとする。 

 

（修繕対応型） 

標準修繕周期を踏まえ、定期点検・日常点検を行い、適切な時期に予防保全的な修

繕を行うことで、居住性・安全性等の維持・向上を図り、長期的に活用する。 

修繕周期が１０年未満程度の修繕を小修繕、それ以上の周期のものを中修繕とし計

画的に修繕を行う。 

【実施内容】日常点検の充実、標準周期を踏まえた計画・修繕の実施 

 

（安全性確保型） 

被災した場合等、耐震性に課題が生じた場合においては、耐震改修等により躯体安

全性を高めるほか、非常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備・確保を行

う。 

防犯性や落下・転倒防止等生活事故防止に配慮した改善を行う。 

【実施内容】耐震改修、屋外通路等の避難経路の整備、防犯に配慮した建物部 

品の設置 等 

 

（長寿命化型） 

一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき住棟において、

耐久性の向上や、躯体への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的

な改善を行う。 

【実施内容】外壁の断熱改修、給排水管の耐久性向上、住戸内配管の集約化 等 

 

（福祉対応型） 

高齢者等が安全・安心して居住できるよう、住戸、共用部、屋外のバリアフリー化

を行う。 

【実施内容】住戸内部・共用部の段差解消、浴室・トイレの高齢者対応 等 

 

（居住性向上型） 

住戸規模・間取りの改善や住戸・住棟設備の機能向上を行い、居住性を向上させる。 

【実施内容】間取りの改修、電気容量のアップ、開口部の断熱サッシ化等 

 

（２）住棟単位の修繕・改善事業等一覧及び記録 

修繕・改善事業一覧は次の様式とする。 

ⅰ）修繕・改善に係る事業予定一覧、記録一覧 ＜住棟部分＞ 

様式１、様式１－１、１－２による。 

ⅱ）建替に係る事業予定一覧、記録一覧 
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様式２、様式２－１による。 

ⅲ）共同施設部分に係る事業予定一覧、記録一覧 ＜共同施設部分＞ 

様式３、様式３－１、３－２による。 

【村営住宅】 
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【村単独住宅】 
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１１ ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

 

従来の対症療法型の維持管理から、定期的な点検を実施して公営住宅等ストックの状

況を把握した上で、適切な時期に予防保全的な修繕及び耐久性の向上等を図る改善を実

施することで、公営住宅等の長寿命化が図られライフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減に

つながる。 

村内の公営住宅等について建設年度や立地等を踏まえ、定期点検・日常点検により現

状を把握しながら適切な修繕及び改善を実施することで、限られた予算の中で効率的な

維持管理を実施することができる。 

今回計画期間内においては、ライフサイクルコスト算出対象住棟・住戸は無いが、今

後対象のあった際以下の様に取り扱うものとする。 

 

「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」においては、公営住宅等長寿命化計画

に基づく新規整備及び建替事業、長寿命化型改善事業又は全面的改善事業を実施するに

あたっては、次のようなライフサイクルコスト（ＬＣＣ）とその縮減効果の算出を行う

こととしている。 

①新規整備及び建替事業を実施する公営住宅等については、建設、改善、修繕、除却に

要するコストを考慮した「ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）」を算出する。 

②計画期間内に長寿命化型改善事業、又は全面的改善事業を実施する公営住宅等につい

ては、「ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果」を算出する。 

算出にあたっては、国土交通省により公表された「ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

算出プログラム」を活用する。 

 

(1) ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の基本的な考え方 

新規整備及び建替事業を実施する公営住宅等を対象としたライフサイクルコスト（Ｌ

ＣＣ）の算出の基本的な考え方は次の通りである。 

 

ＬＣＣ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費） 

〔単位 千円/棟・年〕 

・建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

・改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を

控除※１（改善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除）した額（※） 

・修繕費：管理期間における修繕工事費の見込み額（※）。長期修繕計画で設定し

ている標準的な修繕項目・周期等に基づき修繕費を算定する。典型的な修繕計画

モデルから得られる修繕費乗率を建設費に乗じて算定される累積修繕費で代用す

ることもある。 

・除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込み額（※） 

 

※１：修繕費相当額の控除方法については、後述する＜参考 ライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）の縮減効果の算出例＞を参照のこと。 
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（※）現時点以後、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）につ

いては、社会的割引率（４％）を適用して現在価値化する。 

 

(2) ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果の算出の基本的な考え方 

長寿命化型改善事業又は全面的改善事業を実施する公営住宅等を対象としたライフサ

イクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果の算出の基本的な考え方は次のとおりである。 

①１棟のＬＣＣ縮減効果 ＝ ＬＣＣ（計画前）－ＬＣＣ（計画後） 

〔単位 千円/棟・年〕 

②ＬＣＣ（計画前）＝（建設費+修繕費+除却費）/評価期間（改善非実施）※２ 

〔単位 千円/棟・年〕 

※２：（建設費＋修繕費＋除却費）は公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（Ｌ

ＣＣ算定対象）を実施しない場合に想定される管理期間に要するコスト。 

・建設費：推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法

施行規則第 23 条の率）。ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把

握できない場合は、建設当時の標準建設費で代用する。 

・修繕費：建設後、評価期間（改善非実施）末までに実施した修繕工事費（※）。長

期修繕計画で設定している標準的な修繕項目・周期等に基づき、修繕費を算定す

る。典型的な修繕計画モデルから得られる修繕費乗率を建設費（推定再建築費）

に乗じて算定される累積修繕費で代用することもある。 

・評価期間（改善非実施）：改善事業を実施しない場合に想定される管理期間。物理

的な劣化や社会的価値の低下に伴い供用に適さない状態になるまでの管理期間と

言えるが、これまでの建替事業の実績を考慮し、建替前の平均的な供用期間（構

造種別）を評価期間（改善非実施）とすることもある。 

・除却費：評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費（※）。 

（※）現時点以後、将来に発生するコスト（将来の修繕費、除却費）については、社

会的割引率（４％）を適用して現在価値化する。 

 

③ＬＣＣ（計画後）＝（建設費+改善費+修繕費+除却費）/評価期間（改善実施） 

〔単位 千円/棟・年〕 

※３：（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）は公営住宅等長寿命化計画に基づく改

善事業（ＬＣＣ算定対象）及び公営住宅等長寿命化計画の計画期間以後に想定さ

れる改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管

理期間）に要するコスト。 

・建設費：②の記載と同じ 

・改善費：公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業費及び公営住宅等長寿命化 

計画の計画期間以後に想定される改善事業費の総額から修繕費相当額を控除 

した額※４（※） 

・修繕費：建設後、評価期間（改善実施）末までに実施した修繕工事費（※）。以下、

②の記載と同じ。 

・除却費：評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費（※） 
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・評価期間（改善実施）：公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対

象）及び公営住宅等長寿命化計画の計画期間以後に想定される改善事業（ＬＣＣ

算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期間）。 

 

※４：修繕費相当額の控除方法については、後述する＜参考 ライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）の縮減効果の算出例＞を参照のこと。 

（※）現時点以後、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）につい

ては、社会的割引率（４％）を適用して現在価値化する。 

 

ライフサイクルコストの算出イメージ 

 

（資料：「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」平成 28 年 8 月 国土交通省） 

 

＜参考 ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果の算出例＞ 

(１) 算出の考え方 

算出にあたっては、公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業を実施する

場合、実施しない場合、それぞれの場合についての評価期間中に要するコストを算出し、

住棟単位で年あたりのコスト比較を行う。 

本算出例においては、戸あたりコストを基に当該住棟の住戸数分を積算して、住棟あ

たりのコストを算出する。 



 32

現時点以降、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、

社会的割引コスト４％／年を適用して現在価値化する。現在価値化のための算出式は以

下の通である。 

現時点以後の経過年数ａ年における「将来の改善費、修繕費、除却費」ｂの 

現在価値＝ｂ×ｃ 

ａ：現時点以降の経過年数 

ｂ：将来の改善費、修繕費、除却費 

ｃ：現在価値化係数ｃ＝１÷（１＋ｄ）＾ａ 

ｄ：社会的割引率（０．０４（４％）） 

 

(２) 計画前モデル 

①評価期間（改善非実施）Ａ 

・長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間。 

②修繕費Ａ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末までの各年の修繕費を累積した

費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設費×公営住宅法施行規則第 

２３条の率）。ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場

合は、建設当時の標準建設費で代用する。 

④除却費Ａ 

・評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善非実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑤計画前ＬＣＣ 

・計画前ＬＣＣ＝（③建設費＋②修繕費Ａ＋④除却費Ａ）÷ 

①評価期間（改善非実施）Ａ 

（単位：円／戸・年） 

 

(３) 計画後モデル 

⑥評価期間（改善実施）Ｂ 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）及び公営住宅等長寿

命化計画の計画期間以後に想定される改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施する場

合に想定される管理期間（目標管理期間） 

⑦修繕費Ｂ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末まで

の各年の修繕費を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 
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⑧長寿命化型改善工事費 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及び公営住宅等長寿命化 

計画の計画期間以後に想定される長寿命化型改善事業費の総額から修繕費相当 

額を控除した額。当該改善を複数回行う場合はそれらの合計費用とする。 

・修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相当する 

「計画修繕項目の修繕費上率」を除いて修繕費を算定すること（当該計画修繕 

項目の修繕費乗率を除いた修繕費乗率を推定再建築費に乗じて修繕費を算定す 

ること）で対応している。 

・長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出する。 

⑨建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設費×公営住宅法施行規則第２

３条の率）。ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場

合は、建設当時の標準建設費で代用する。 

⑩除却費Ｂ 

・評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑪計画後ＬＣＣ 

・計画後ＬＣＣ＝（⑨建設費＋⑧長寿命化改善費＋⑦修繕費Ｂ＋⑩除却費Ｂ） 

÷⑥評価期間（改善実施）Ｂ 

（単位：円／戸・年） 

 

(４) ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果 

⑫年平均縮減額 

・前述の⑤、⑪より、年平均改善額＝⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬住棟あたりの年平均縮減額 

・以上より算定した年平均縮減額は戸あたりの額であり、これに当該住棟の住戸数分

を積算して、住棟あたりの年平均縮減額を算出する。年平均縮減額がプラスであ

れば、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減効果があると判断できる。 
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【算出例】 

計画前：使用年数５０年 

計画後：使用年数７０年、長寿命化型改善工事費１４０万円／戸を実施すると仮定 
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（資料：「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」平成 28 年 8 月 国土交通省） 


